
 

小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条

例（令和２年条例第１０号）（以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定める。 

 

 （動物の持込み申告） 

第２条 条例第７条の規定による動物の持込み申告は、動物の持込み申告 

書（別記様式第１号）を提出して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申告は、別記様式第１号に定める事項を電 

子情報処理組織、電子メールその他適当な方法により提出することがで 

きる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、既に条例第８条第２項の規定による飼養 

登録証の交付を受けている者は、飼養登録証を提示することにより申告 

に代えることができる。 

 

（愛玩動物の飼養登録） 

第３条 条例第８条第１項の規定による登録の申請は、愛玩動物の飼養登

録申請書（別記様式第２号）を提出して行うものとする。 

２ 条例第８条第２項の規定による飼養登録証の交付は、飼養登録証（別

記様式第３号）により行うものとする。 

３ 条例第８条第３項の規定による再交付の申請は、飼養登録証再交付申

請書（別記様式第４号）を提出して行うものとする。 

４ 条例第８条第５項の規定による登録事項の変更届出は、登録事項変更

届出書（別記様式第５号）を提出して行うものとする。 

５ 条例第８条第６項の規定による飼養登録の抹消届出は、飼養登録抹消

届出書（別記様式第６号）を提出して行うものとする。 

 

（指定獣医師） 

第４条 条例第８条第８項の規定による村長が指定する獣医師は、次の各 

号に定める者とする。 

（１） おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会の

職員である獣医師 

（２） その他村長が必要と認める者 
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（身分証明書） 

第５条 条例第２２条第２項の規定による職員の身分を示す証明書は、身

分証明書（別記様式第７号）とする。 

 

（首輪） 

第６条 条例別表第１に規定する首輪は次の各号に定めるものとする。 

 （１） 村長が交付するもの 

 （２） 前号に定めるもののほか、長さ調節機能及び安全機能を有して 

    いるもの 

（施行期日） 

第７条 条例附則第１項の規定に基づき、条例第７条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は公布の日から施行する。ただし、改正後の第２条の規定は令

和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号 

                            申告日 ：   年  月  日 
 
小笠原村長 殿 

    氏名  ： 

申告者   住所  ： 

電話番号： 

動物の持込み申告書 

小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則第２条第１項の規定により、 

次のとおり申告します。 

 

条例による 

飼養登録 

□ 登録している ： 登録番号またはペットの種・呼称 （       ） 

□ 登録をしていない 

持ち込む動物 

の情報 

種 品種 性別 数 特徴 飼養目的 

      

      

      

      

持込み期間等 

持ち込む日：   年   月   日 

持ち出す日：   年   月   日  

滞在場所、滞在期間：父島（宿泊先：        滞在期間：         ） 

              母島（宿泊先：       滞在期間：          ）       

持ち込む方法 

□おがさわら丸 ：□ペットルーム □手小荷物(ﾁｯｷ) □貨物輸送(郵便等) 
 

□その他の方法 ：  (             ) 

   証明番号   － 



（備考） 

１ ペットに限らず、すべての「動物」について、村内に持ち込む場合に申告するこ

と。 

２ 条例による飼養登録をしているペットについても、改めて村内に持ち込む場合は

申告すること。ただし、おがさわら丸乗船当日に竹芝客船ターミナル内に設置する

申告受付窓口において、「飼養登録証」を提示することにより申告に代えることがで

きる。 

３ 申告者が複数人となる場合は、代表者が申告すること。事業者等が申告する場合

は、事業者名、代表者名及び所在地を記入すること。 

４ 「種」は、犬、猫等の生物分類上の種を記入すること。 

５ 「品種」が不明な場合は、不明と記入すること。 

６ 「性別」が不明の場合は、不明と記入すること。 

７ 「数」は、性別ごとに個体数を記入すること。 

８ 「飼養目的」は、ペット、農業・畜産業・水産業等の産業、教育や研究等の動物

の飼養目的を記入すること。 

９ 「特徴」は、毛色、体色、大きさ、幼体・成体（生殖可能な状態まで成長してい

るかどうかの別）、その他の特徴を記入すること。 

１０ 「持込み期間等」は、持ち込む日は小笠原村に到着する日、持ち出す日は小笠

原村から出発する日を記入すること。 

１１ 「持ち込む方法」は、おがさわら丸で持ち込む場合はその方法、その他ヨット

等で持ち込む場合はその方法を記入すること。 

１２ 「動物」とは、人の意思により飼養又は保管された動物のことをいい、非意図

的な状態は含まない。また、分類学上の「動物界」（脊椎動物及び無脊椎動物）と同

義とするものであり、細菌等はそれ単体では扱わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号 

年   月   日 

 

小笠原村長 殿 

飼い主    氏名： 

住所： 

電話番号： 

                        メールアドレス： 

 

愛玩動物の飼養登録申請書 

 

 小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第８条第１項の規定により、

次のとおり申請します。 

 

種類   犬  ・  猫  ・  その他（         ） 

呼称  

品種 （          ）  ・  雑種  ・  不明 

性別 オス メス 不明 

数    

毛色又は体色  

その他の特徴  

生年月日 年  月  日 

個体識別措置 

マイクロチップ   年  月 装着済 ・ 装着予定 

（No.                        ） 

 首輪  ・  足環  ・  その他（           ） 

繁殖防止措置 
避妊去勢手術   年  月 実施済 ・ 実施予定 

その他（                      ） 

飼養形態 室内  ・  室内外  ・  室外 

飼養場所  

備考 
 

 

 

   /  枚 

総枚数  枚 

 

村使用欄 登録番号  登録日       年  月  日 



（備考） 

１ 飼い主が複数人となる場合は、各人が記名すること。事業者等が飼い主となる場

合は、事業者名、代表者名及び所在地を記入すること。 

２ 哺乳類、鳥類、爬虫類については、１個体ごとに申請すること。それ以外の愛玩

動物（以下「ペット」という。）については、種類・分類ごとに登録すること。 

３ 「呼称」は、飼い主がペットに名付けた呼称、名称等があれば記入すること。 

４ 「品種」は、可能な限り具体的な種名（例：秋田犬、柴犬、ペルシャ、シャムな

ど）を記入すること。 

５ 「性別」は、ペットの性別について、いずれかを選択すること。 

６ 「数」は、哺乳類、鳥類、爬虫類以外のペットを複数個体飼っている場合に、オ 

ス・メス・不明別に個体数を記入すること。 

７ 「毛色又は体色」、「その他特徴」は、ペットの主だった毛色又は体色（例：猫で

あれば、茶、黒、白、三毛、斑・寅縞（茶白、灰白）など）、その他の特徴を記入す

ること。 

８ 「生年月日」は、ペットの生年月日を分かる範囲で記入すること。生年月日が不

明の場合は、飼養開始年月日を記入すること。 

９ 「個体識別措置」は、マイクロチップによる場合は、装着年月及びマイクロチッ

プ番号、又は装着予定年月を記入すること。首輪、足輪による場合は、いずれかを

選択し、その他の方法による場合は、その方法を記入すること。 

１０ 「繁殖防止措置」は、避妊去勢手術による場合は、実施年月又は実施予定年月

を記入すること。その他の方法による場合は、その方法を記入すること。 

１１ 「飼養形態」は、いずれかを選択すること。 

１２ 「飼養場所」は、ペットの飼養場所が飼い主の住所と異なる場合は、その場所

を記入すること。 

１３ 「備考」は、ペットの飼養の登録に関して、その他必要な事項を記入すること。 

１４ 複数のペットの登録を申請する場合においては、２枚名以降の申請書では、飼

い主の記名以外の重複する項目の記入を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（用紙規格Ｂ６判縦型） 

 

飼 養 登 録 証 

次の事項に相違ないことを証明します。 

   年   月   日 

              小笠原村長  

 
 

  

飼
い
主 

氏名   

  住所   

  
電話番号   

愛
玩
動
物 

登録番号   登録日   

呼称  種類  

品種  

性別 オス メス 不明 ※1 魚類、昆虫類

などの場合のみ 数※1      

毛色又は体色  

その他の特徴  

生年月日※2  ※2 不明の場合は飼養開始年月日 

個体識別措置 
  

マイクロチップ No.   

繁殖防止措置    

飼養形態  

飼養場所  

備考  
 

 



別記様式第４号 

年   月   日 

 

小笠原村長 殿 

飼い主    氏名： 

住所： 

電話番号： 

                        

飼養登録証再交付申請書 

 

 小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第８条第３項の規定により、

次のとおり申請します。 

 

種類  犬  ・  猫  ・  その他（         ） 

呼称  

登録番号  

再交付内容 □ 飼養登録証    □ 首輪 

申請理由 □ 紛失        □ 損傷  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号 

年   月   日 

 

小笠原村長 殿 

飼い主    氏名： 

住所： 

電話番号： 

                        

登録事項変更届出書 

 

 小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第８条第５項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 

種類   犬  ・  猫  ・  その他（         ） 

呼称  

登録番号  

変更事由  

変更年月日     年  月  日 

変更内容 

変更前： 

 

 

変更後： 

 

 

 

（備考） 

１ 村外への転居又は移転、若しくは村外でペットの譲渡を行った場合は、飼養登録

の抹消の届け出を行うこと。 

２ 村内でペットの譲渡を行った場合は、旧飼い主は飼養登録抹消届出を、新飼い主

は飼養登録申請をそれぞれ行うこと。 



別記様式第６号 

年   月   日 

 

小笠原村長 殿 

 

飼い主    氏名： 

住所： 

電話番号： 

                        

飼養登録抹消届出書 

 

 小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第８条第６項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 

 

種類   犬  ・  猫  ・  その他（         ） 

呼称  

登録番号  

抹消事由 
□死亡     □譲渡    □転居・移転（村外） 

□その他（                    ） 

抹消年月日 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第７号（規格縦 55ｍｍ×横 91ｍｍ） 

(表) 

 

身分証明書 

 

所属 

職名 

   氏名          生年月日 

  

 

 上記の者は、小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第２２条第 

１項の規定による立ち入り検査をすることができる職員であることを証明する。 

 

              年   月   日 

                     小笠原村長       印 

 

 

（裏） 

注 意 

１ 本証は、愛玩動物の飼養施設その他必要な物件に立ち入る場合は、必ず携帯しなけれ 

ばならない。 

２ 本証は、関係人の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

３ 本証を、他人に貸与若しくは譲渡してはならない。 

４ 本証の交付期間は、交付の日から１年とする。 

 

小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例抜粋 

（検査等） 

第２２条 村長は、この条例の運用に必要な限度において、飼い主に対し、飼養個体に関 

し報告を求め、又はその職員に、飼養個体の飼養施設その他必要な物件に立ち入り、物品 

又は飼養個体を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提 

示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

 

写 

真 


